
集中改革プランにおける取組目標 １７年度～２１年度の取組実績

定
員
管
理
の
取
組

給
与
の
適
正
化

■ 全都道府県・政令指定都市で指定管理者制度を積極的に導入。 導入に併せ、

外郭団体等の組織のあり方を検討。廃止・統合も実施。

■ 指定管理者制度未導入施設については、廃止、民間譲渡、指定管理者制度導入など、

施設のあり方を検討。

■ 定型的業務や現業業務に加え、バックオフィス業務についても、 総務事務センターの

設置等により民間委託するなど、民間委託の業務範囲を拡大。

民
間
委
託
の
推
進

頁

Ｐ６

Ｐ１１

Ｐ１７■ 指定管理者制度導入施設数（平成２２年４月１日時点）

都道府県：６，８６２施設（６１．８％）、指定都市：６，３３４施設（５２．２％）

■ 民間委託実施団体比率が上昇

（例）学校給食（調理）（都道府県） Ｈ１６年末：７７% → Ｈ２２年４月：９６％（＋１９％）

総務関係事務（都道府県） Ｈ１６年末：５１％ → Ｈ２２年４月：７９％（＋２８％）

公用車運転（指定都市） Ｈ１６年末：４６％ → Ｈ２２年４月：７９％（＋３３％）

学校給食（運搬）（市区町村） Ｈ１６年末：５５％ → Ｈ２２年４月：７０％（＋１５％）

集中改革プランの主要な取組状況
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■ 技能労務職員給与について見直しに向けた取組方針を策定･･･都道府県、指定都市

全団体で実施(H20.7）

■ 重複支給の観点から検討を要する特殊勤務手当について･･･都道府県、指定都市

１５，２３４百万円（Ｈ１６） ⇒ ４０９百万円 （Ｈ２２） ▲１４，８２５百万円 【９７％以上削減】

■ 定年退職時の特別昇給の廃止･･･都道府県、指定都市

未実施団体数 ５団体(H17.4） → １団体（H18.4） → ０団体（H19.4）（全団体で実施）

■ 定年退職時の退職手当の支給率見直し･･･都道府県・指定都市

未実施団体数 １団体(H17.4） → ０団体(H18.4）（全団体で実施）

■ H17.4.1～H22.4.1における純減実績（速報値）
都道府県 ▲ ５．３％

政令指定都市 ▲ １０．６％

市区町村（政令指定都市除く） ▲ ９．９％

合 計 ▲ ７．５％
※１ 速報値のため数値に異動がある場合がある。

※２ 都道府県における教育・警察部門を除いた一般行政部門等の純減実績は、▲１４．８％。

■ 技能労務職員の給与の見直し

■ 特殊勤務手当の適正化

■ 退職手当等の見直し

■ H17.4.1～H22.4.1における純減目標（H21.8.1取りまとめ）
都道府県 ▲ ４．５％

政令指定都市 ▲ ９．４％

市区町村（政令指定都市除く） ▲ ８．６％

合 計 ▲ ６．４％

■ 権限移譲推進計画等の策定：１９団体

■ 移譲事務の項目や数の目標設定：１８団体

■ 市町村との協議の場や研究会の設置：１５団体

■ まちづくり等特定分野事務をパッケージ化した包括的移譲：２４団体

■ 権限移譲推進計画等の策定：１６団体（H16年度末：2４団体⇒計４０団体）

■ 移譲事務の項目や数の目標設定：１６団体（H16年度末：1２団体⇒計２８団体）

■ 市町村との協議の場や研究会の設置：１５団体（H16年度末：28団体⇒計43団体）

■ まちづくり等特定の分野の事務をパッケージ化する等の包括的移譲

：２２団体（H16年度末：10団体⇒計32団体）

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

Ｐ２５

資料 ２



集中改革プランの主要な取組状況

集中改革プランにおける取組目標 １７年度～２１年度の取組実績

出
先
機
関
の
見
直
し

■ 市町村合併に伴う総合出先機関の再編及び各種事務所・機関の

統合・廃止。

■ 総合出先機関制の廃止と特定機能に特化した個別事務所の設置。

■ 事務事業や機能・役割の見直しによる試験研究機関の統合、他県

事務所の廃止。

■ 全都道府県・政令指定都市で、事務事業の必要性等に関する仕分け

や、行政評価、外部意見を取り入れる仕組みを活用し事務事業の再編

・整理を実施。

事
務
事
業
の
再
編
・整
理

■公営企業の定員管理目標（H17.4.1～H22.4.1における純減率）

▲６．７％（市区町村を含む）※ 公営企業会計で定員管理の数値目標を設定している

37都道府県、13政令指定都市、933市区町村の集計

■公営企業の事業譲渡や廃止、民間的経営手法（指定管理者

制度・ＰＦＩ等）の導入。

公
営
企
業
の
定
員
管
理
・

経
営
改
革

※ 集中改革プラン取組目標については、総務省ホームページ （http://www.soumu.go.jp/iken/060828_1.html）参照

頁

Ｐ２６

Ｐ２７

Ｐ２８

■ 出先機関の見直しの取組

・職員の給与、旅費の支給等を行うために県内10ヵ所に設置されていた総務事務センター

を廃止し、本庁へ業務を集約（長野県）

・家庭問題に総合的・専門的に対応するため、京都児童相談所、婦人相談所、身体障害

者更生相談所、知的障害者更生相談所を統合し、家庭支援総合センターを設置（京都府）

・産学官の連携強化や知的財産戦略への対応の充実等を図るため、農業総合センター、

生物科学総合研究所、総合畜産センター、水産試験場、林業試験場、木材加工技術

センターを統合し、農林水産総合センターを設置（岡山県）

■公営企業の定員管理（H17.4.1～H22.4.1における純減実績値）

▲１２．４％（市区町村を含む） ※ 公営企業会計で定員管理の数値目標を設定している

37都道府県、13政令指定都市、933市区町村の集計

■公営企業の事業譲渡や廃止
・電気事業の民間譲渡（石川県） ・介護老人福祉施設の民間譲渡（北海道紋別市）

■ 民間的経営手法の導入

・神戸市立医療センター中央市民病院と神戸市立医療センター西市民病院を

統合再編し、地方独立行政法人化（神戸市）

・介護老人福祉施設の運営管理に指定管理者制度を導入（大分県中津市）

■ 事務事業の必要性等に関する仕分けを踏まえた検討を全団体で実施

・平成17年度：464項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、48事業を廃止。その他、縮小、民間
委託等を進め、一般財源ベースで約2億円の歳出削減。平成18年度：999項目の事務事業を見直し
対象にリストアップし、62事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約9億円
の歳出削減。平成19年度：642項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、118事業を廃止。その
他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約13億円の歳出削減。平成20年度：1,004項目の
事務事業を見直し対象にリストアップし、58事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源
ベースで約12億円の歳出削減。平成21年度：前年度にリストアップした437項目の事務事業を中心に、
廃止、縮小等の見直しを進めた。（秋田県）

・平成17年度：土地開発基金の廃止、難病見舞金の見直し、市長専用車のリース化など、57項目の事
務事業を見直し、総額で約35億円を削減。平成18年度：特別職専用車の見直し、住宅建築資金利子
補給制度の見直しなど、43項目の事務事業を見直し、総額で約49億円を削減。平成19年度：清掃工
場の長期責任型運営維持管理委託の導入など、31項目の事務事業を見直し、総額で約49億円を削
減。平成20年度：敬老祝金の見直し、浄化センター維持管理へ包括民間委託の導入など、 28項目の
事務事業を見直し、総額で約84億円を削減。平成21年度：市営住宅使用料徴収業務の一部民間委
託など、19項目を見直し、総額で約67億円を削減 ※削減額は計画期間中の効果継続分を含む。
（千葉市）
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１８年指針の取組状況

18年指針における要請内容 18年指針の取組状況

■知事等特別職の退職手当について、算定方法の見直しや第三者

機関における検討を通じ適切な見直し。

■ 地方公共団体と第三セクター等との随意契約の見直しについては、

国の取組を踏まえ、住民の目線に立って厳格かつ徹底的な見直しを

行い、その適正化に取り組む。

■ 住民の理解が得られるものとなるよう、職員互助会への補助に

ついて、見直しを図ること。

福
利
厚
生
事
業
の
見
直
し

随
意
契
約
の
見
直
し

特
別
職
の

退
職
手
当

■ 地方公共団体の公共サービスについて、公共サービスの質の維持

向上及び経費の削減の観点から、市場化テストの積極的な活用を図

ること。

市
場
化
テ
ス
ト
の
推
進

■ 市場化テスト導入団体（一部検討中を含む） １３１団体
（主な実施例）

・法人二税関連業務（各種申請書用紙発送業務） （岩手県）

・水道施設維持管理等業務、宅建業免許申請受付等業務（大阪府）

・清水が丘学園給食業務（熊本県）

・出張所窓口業務（宮城県丸森町）

頁

Ｐ３４

Ｐ３５

Ｐ３６

■ 随意契約の見直しの取組状況

（都道府県） 見直し済 ４６団体 見直し中 １団体 見直し予定 ０団体

（指定都市） 見直し済 １７団体 見直し中 ２団体 見直し予定 ０団体

（市区町村） 見直し済１，４６７団体 見直し中 １６０団体 見直し予定 ９２団体

■ 特別職の退職手当の見直し（都道府県・指定都市）

知事の退職手当算定方法(任期月数を上回る支給月数）の見直し

全団体実施

■ 福利厚生事業の見直し

地方公共団体の福利厚生事業については、見直しが進んでおり、職員互助会へ

の補助金（全国計）については、約８４％削減している。

平成16年度決算 ８４１億円 → 平成22年度予算 １３７億円（▲83.7％）

■ 地域民間給与の更なる反映に向け、人事委員会勧告における公民較
差のより一層精確な算定、公民比較対象企業規模の拡大、説明責任
の徹底等を推進。

■ 給与情報等公表システムを充実し、情報開示を徹底。

Ｐ１１■ 給与構造改革の実施状況（都道府県・指定都市）

全団体実施

■ 給与情報等公表の実施状況（都道府県・指定都市）

全団体実施

給
与
構
造
改
革

の
実
施
等

3



１８年指針の取組状況

18年指針における要請内容 18年指針の取組状況

■ 貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動

計算書の４表の整備を標準形。

■ 取組が進んでいる団体、都道府県、人口３万人以上の都市は、

３年後までに、取組が進んでいない団体、町村、人口３万人未満の

都市は、５年後までに、４表を整備又は４表作成に必要な情報を

開示。

頁

■ 平成２０年度版財務書類の作成状況

・都道府県で４２団体（８９．４％）、指定都市で１７団体（９４．４％）、指定都市を除く

市区町村で１，１０２団体（６３．６％）が何らかのモデルで財務書類を作成済。（全体で

前年比２００団体増）

作成済と作成中を合わせた着手済の団体は、全体で１，６４０団体（９１．３％）

・都道府県で３９団体（８３．０％）、指定都市で１７団体（９４．４％）、指定都市を除く

市区町村で９２０団体（５３．１％）が新地方公会計モデルを用いて財務書類を作成済

（全体で前年比 ７５８団体増）

作成済と作成中を合わせた着手済の団体は、全体で１，４４３団体（８０．３％）

うち、連結財務書類４表まで着手済の団体は、全体で８４９団体（前年比８１０団体増）

■ 国の資産・債務管理に関する規定の趣旨を踏まえ、その地域の

実情に応じ、資産・債務の実態把握や管理体制の状況を確認する

とともに、資産・債務改革の方向性と具体的な施策を策定。

■ 未利用地の売却促進や資産の有効活用等を内容とする資産・

債務改革の方向性と具体的な施策を３年以内に策定。

公
会
計
改
革
（公
会
計
の
整
備
、
資
産
・債
務
管
理
）

■ 資産・債務の実態把握

・資産台帳整備（段階的なものを含む）を前提とする 新地方公会計モデルを用い財務書

類を作成する団体は、Ｈ20年度決算分について約1,000団体、Ｈ21年度決算分につい

て約1,650団体（見込）

■ 資産・債務改革の方針策定に向け全庁的な取り組みを行っている主な
団体

・ 全庁的に保有土地等の現状把握（資産棚卸し）を実施し、あわせて財産管理の適正化

を図る。（横浜市）

・全庁的に土地・建物・設備を、経営的な視点から設備投資や管理運営を行い、経費

の最小化・施設効用の最大化を効果的に行うためのファシリティマネジメント推進基本

方針を策定（千葉県佐倉市）

・市の全施設について施設管理マネジメントの手法を導入し、全庁統一した考えで経費

の削減に努めている。（茨城県龍ヶ崎市）

Ｐ３７

Ｐ３８
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１８年指針の取組状況

18年指針における要請内容 18年指針の取組状況

■ 当該地方公共団体の常勤の職員であった者の監査委員への選任は

特にその必要がある場合以外には行わないこととし、地方公共団体外

部の人材を登用することを原則。

■ 外部監査制度の有効活用や都道府県、指定都市及び中核市以外

における実施の拡大。

外
部
監
査
の
実
施
拡
大

監
査
委
員
の
外
部
登
用

頁

Ｐ３９
■ＯＢ委員の数 （H20.4.1） (H22.4.1）

都道府県 １９５人中、 ３３人(16.9％) １９５人中、 ３２人(16.4%) 
市区町村 ３，９６８人中、５６６人(14.3%) ３，８５３人中、５４５人(14.1%)

■外部監査導入団体数（都道府県、指定都市及び中核市を除く）

・包括外部監査導入団体数

１８年度末：１３団体 → ２団体増 → ２２年４月：１５団体

・個別外部監査導入団体数
１８年度末：５３団体 → ２０団体増 → ２２年４月：７３団体
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286万人
(100%)

一
般

行

政

等

福祉関係を除く

一般行政

57万人

（20%）

福祉関係

38万人

（13%）

教育部門

108万人

（38%）

警察部門

28万人

（10%）

消防部門

16万人

（5%）

公営企業等

会計部門

39万人

（14%）

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

（単位：千人）

年

地方公共団体における定員管理の取組状況について

○地方公務員の総数は約281万人（Ｈ22.4.1現在）。国が法令等で職員配置を定めている警察・教育等の部門が2／3を占める。
○地方では集中改革プランを策定し、Ｈ17～22年で▲6.4％を目標に定員純減を実施。5年間で▲7.5％の純減。

H17.4.1～H22.4.1 の5年間の純減目標

集中改革プランにおける地方公共団体の目標 ▲６．４％

国の閣議決定で要請している５年間の純減目標 ▲５．７％

教育、警察、消防、福祉
約190万人（66.5%）

国が法令等で職員配置を定める
警察・教育等が２／３

※1 一般行政部門等の目標は、一般行政部門及び公営企業等会計部門の数値目標が個別に把握できる団体の合計
※２ 市区町村の目標は、政令指定都市及び一部事務組合を除く数値。市区町村の実績は指定都市を除き一部事務組合を含んだ数値

進捗状況

全地方公共団体の部門別職員数（Ｈ２１．４．１ 現在）

H17.4.1～H22.4.1の５年間で、▲７．５％の純減

集中改革プランにおける純減目標及び実績（速報値）

地方公務員数の推移

▲3.0 ▲7.5▲4.7

H18 H19 H20 H22H17

平成７年から１６年連続して
純減（約▲４７万人以上）

▲1.4

3,2823,278

3,274

3,267

3,249
3,232

3,204

3,172
3,144

3,117
3,084

3,042

2,998

2,951

2,899 2,855

(2,814)  

2,780

2,840

2,900

2,960

3,020

3,080

3,140

3,200

3,260
（単位：千人）

▲6.2

H21

(速報値)

平成７年から１６年連続して
純減（約▲４７万人）

目標▲６．４％

実績

▲ 72,000 ▲ 4.5 ▲ 5.3

一般行政部門等 ▲ 34,000 ▲ 12.2 ▲ 14.8
▲ 26,000 ▲ 9.4 ▲ 10.6
▲ 91,000 ▲ 8.6 ▲ 9.9

▲ 189,000 ▲ 6.4 ▲ 7.5

市区町村

合計

都道府県

目標

H17～22年
純減数

H17～22年
純減率

区分

政令指定都市

H17～22年
純減率

（H22速報値）
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○ 平成２２年４月１日現在（速報値）

※１ 平成１７年４月１日の職員数は、市町村合併、政令指定都市への移行等考慮して、各地方公共団体から報告のあった数値。

※２ 一般行政部門等については、一般行政部門及び公営企業等会計部門における部門の数値目標を把握している団体の合計。

※３ 市区町村及び合計の目標は、政令指定都市及び一部事務組合を除く数値。市区町村の実績は政令指定都市を除き一部事務組合を含んだ数値。

（単位：人・％）

実　　績

都道府県

（47団体）

一般行政部門等

（38団体）

政令指定都市

（19団体）

市区町村

（1,731団体）

2,942,610 2,753,597 ▲ 189,013 ▲ 6.4 ▲ 7.5

平成17年4月1日～
平成22年4月1日
純減率（速報）

▲ 14.8

▲ 5.3

▲ 9.9

272,949 247,372 ▲ 25,577 ▲ 9.4 ▲ 10.6

1,060,033 969,102 ▲ 90,931 ▲ 8.6

▲ 12.2

1,609,628 1,537,123 ▲ 72,505 ▲ 4.5

合計

区分

277,777 243,894 ▲ 33,883

目　　　標

平成17年4月1日
職員数

平成22年4月1日
職員数

平成17年4月1日～
22年4月1日

純減数

平成17年4月1日～
22年4月1日

純減率

7
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１　都道府県

○数値目標の状況

（単位：人、％）

総数（実績）

団体名 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日

職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 純減率（速報値）

北海道 81,629 ▲ 7,273 ▲ 8.9 17,320 50,759 ▲ 3,499 ▲ 6.9 11,582 ▲ 32 ▲ 0.3 1,968 ▲ 7.3

青森県 22,844 ▲ 1,051 ▲ 4.6 5,171 ▲ 784 ▲ 15.2 14,196 ［区分なし] 2,595 ［区分なし] 882 ［区分なし] ▲ 9.5

岩手県 26,379 ▲ 1,579 ▲ 6.0 4,839 ▲ 703 ▲ 14.5 14,239 ［区分なし] 2,389 ［区分なし] 4,912 ［区分なし] ▲ 7.7

宮城県 29,581 ▲ 1,274 ▲ 4.3 5,304 ▲ 315 ▲ 5.9 19,395 ▲ 1,075 ▲ 5.5 4,055 131 3.2 827 ▲ 15 ▲ 1.8 ▲ 5.0

秋田県 17,996 ▲ 1,560 ▲ 8.7 4,331 ▲ 529 ▲ 12.2 10,764 ▲ 1,025 ▲ 9.5 2,310 20 0.9 591 ▲ 26 ▲ 4.4 ▲ 12.5

山形県 20,689 ▲ 1,046 ▲ 5.1 4,672 ▲ 424 ▲ 9.1 11,139 ▲ 591 ▲ 5.3 2,285 22 1.0 2,593 ▲ 53 ▲ 2.0 ▲ 6.1

福島県 30,933 ▲ 2,518 ▲ 8.1 6,020 ▲ 353 ▲ 5.9 19,370 ▲ 1,289 ▲ 6.7 3,650 41 1.1 1,893 ▲ 917 ▲ 48.4 ▲ 9.2

茨城県 36,226 ▲ 1,291 ▲ 3.6 5,767 ▲ 577 ▲ 10.0 24,057 ▲ 816 ▲ 3.4 5,013 172 3.4 1,389 ▲ 70 ▲ 5.0 ▲ 3.5

栃木県 25,896 ▲ 889 ▲ 3.4 5,075 ▲ 329 ▲ 6.5 16,454 ▲ 669 ▲ 4.1 3,570 143 4.0 797 ▲ 34 ▲ 4.3 ▲ 3.9

群馬県 25,888 ▲ 978 ▲ 3.8 4,557 ▲ 550 ▲ 12.1 16,381 ▲ 500 ▲ 3.1 3,622 47 1.3 1,328 25 1.9 ▲ 3.0

埼玉県 64,370 ▲ 1,081 ▲ 1.7 8,071 ▲ 602 ▲ 7.5 42,798 ▲ 1,025 ▲ 2.4 11,330 534 4.7 2,171 12 0.6 ▲ 1.9

千葉県 63,620 ▲ 2,035 ▲ 3.2 8,251 ▲ 1,250 ▲ 15.1 39,495 ▲ 510 ▲ 1.3 12,008 385 3.2 3,866 ▲ 660 ▲ 17.1 ▲ 2.0

東京都 173,449 ▲ 4,691 ▲ 2.7 22,437 ［区分なし] 63,484 ［区分なし] 46,102 ［区分なし] 23,001 ［区分なし] ▲ 3.7

神奈川県 75,927 ▲ 1,050 ▲ 1.4 8,311 ▲ 1,121 ▲ 13.5 47,748 ▲ 30 ▲ 0.1 16,453 290 1.8 3,415 ▲ 189 ▲ 5.5 ▲ 2.8

新潟県 36,766 ▲ 1,945 ▲ 5.3 6,973 ▲ 972 ▲ 13.9 21,576 ▲ 1,119 ▲ 5.2 4,420 136 3.1 3,797 10 0.3 ▲ 5.3

富山県 16,701 ▲ 861 ▲ 5.2 4,080 ▲ 422 ▲ 10.3 9,396 ▲ 405 ▲ 4.3 2,194 41 1.9 1,031 ▲ 75 ▲ 7.3 ▲ 5.9

石川県 17,015 ▲ 871 ▲ 5.1 3,865 ▲ 185 ▲ 4.8 9,821 ▲ 674 ▲ 6.9 2,281 2 0.1 1,048 ▲ 14 ▲ 1.3 ▲ 5.6

福井県 14,416 ▲ 663 ▲ 4.6 3,229 ▲ 183 ▲ 5.7 8,312 ▲ 497 ▲ 6.0 1,958 4 0.2 917 13 1.4 ▲ 5.2

山梨県 15,339 ▲ 854 ▲ 5.6 3,501 ▲ 402 ▲ 11.5 8,943 ▲ 446 ▲ 5.0 1,879 42 2.2 1,016 ▲ 48 ▲ 4.7 ▲ 12.0

長野県 29,599 ▲ 1,502 ▲ 5.1 5,782 18,947 ▲ 597 ▲ 3.2 3,686 126 3.4 1,184 ▲ 7.2

岐阜県 27,550 ▲ 1,270 ▲ 4.6 4,968 ▲ 600 ▲ 12.1 17,142 ▲ 794 ▲ 4.6 3,770 84 2.2 1,670 40 2.4 ▲ 10.9

静岡県 41,185 ▲ 3,145 ▲ 7.6 6,225 ▲ 480 ▲ 7.7 26,125 ▲ 1,002 ▲ 3.8 6,618 202 3.1 2,217 ▲ 1,865 ▲ 84.1 ▲ 5.8

愛知県 71,854 ▲ 1,104 ▲ 1.5 9,907 ▲ 1,123 ▲ 11.3 45,908 ▲ 137 ▲ 0.3 13,664 232 1.7 2,375 ▲ 76 ▲ 3.2 0.1

三重県 24,996 ▲ 1,144 ▲ 4.6 4,825 ▲ 480 ▲ 10.0 15,525 ▲ 700 ▲ 4.5 3,239 76 2.3 1,407 ▲ 40 ▲ 3.0 ▲ 4.4

（一般行政、公営企業等部門で
▲ 14.8）

（一般行政、公営企業等部門で
▲ 14.8）

警察部門 公営企業等会計部門総数 一般行政部門 教育部門

（一般行政、公営企業等部門で
▲ 19.4）

（一般行政、公営企業等部門で
▲ 19.4）
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　 （単位：人、％）

総数（実績）

団体名 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日 平成17年4月1日～22年4月1日

職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 職員数 純減数 純減率 純減率（速報値）

滋賀県 19,094 ▲ 820 ▲ 4.3 3,594 ▲ 450 ▲ 12.5 12,020 ▲ 410 ▲ 3.4 2,450 30 1.2 1,030 10 1.0 ▲ 3.8

京都府 31,200 ▲ 1,500 ▲ 4.8 4,721 17,698 6,850 ▲ 210 ▲ 3.1 1,931 ▲ 6.7

大阪府 87,615 ▲ 1,639 ▲ 1.9 9,927 ▲ 1,098 ▲ 11.1 51,327 2,134 4.2 22,130 461 2.1 4,231 ▲ 3,136 ▲ 74.1 ▲ 4.0

兵庫県 63,749 ▲ 2,343 ▲ 3.7 8,633 ▲ 1,472 ▲ 17.1 38,091 ▲ 1,159 ▲ 3.0 12,029 266 2.2 4,996 22 0.4 ▲ 4.0

奈良県 19,497 ▲ 1,760 ▲ 9.0 3,602 ▲ 250 ▲ 6.9 10,790 ▲ 500 ▲ 4.6 2,649 90 3.4 2,456 ▲ 1,100 ▲ 44.8 ▲ 13.3

和歌山県 17,926 ▲ 1,900 ▲ 10.6 3,947 ▲ 410 ▲ 10.4 10,245 2,431 1,303 ▲ 990 ▲ 76.0 ▲ 12.5

鳥取県 11,877 ▲ 414 ▲ 3.5 3,367 ［区分なし] 6,268 ［区分なし] 1,415 ［区分なし] 827 ［区分なし] ▲ 3.3

島根県 15,013 ▲ 1,271 ▲ 8.5 3,917 ▲ 457 ▲ 11.7 8,379 ▲ 817 ▲ 9.8 1,755 3 0.2 962 0 0.0 ▲ 5.8

岡山県 24,954 ▲ 1,406 ▲ 5.6 4,747 ▲ 480 ▲ 10.1 16,140 ▲ 905 ▲ 5.6 3,792 75 2.0 275 ▲ 96 ▲ 34.9 ▲ 7.0

広島県 33,464 ▲ 2,300 ▲ 6.9 5,753 ▲ 920 ▲ 16.0 21,041 ▲ 1,438 ▲ 6.8 5,451 63 1.2 1,219 ▲ 5 ▲ 0.4 ▲ 7.0

山口県 21,914 ▲ 1,164 ▲ 5.3 4,643 ▲ 419 ▲ 9.0 12,970 ▲ 752 ▲ 5.8 3,520 ▲ 22 ▲ 0.6 781 29 3.7 ▲ 6.6

徳島県 14,454 ▲ 667 ▲ 4.6 3,703 ▲ 223 ▲ 6.0 8,051 ▲ 417 ▲ 5.2 1,780 ▲ 5 ▲ 0.3 920 ▲ 22 ▲ 2.4 ▲ 5.4

香川県 15,574 ▲ 1,018 ▲ 6.5 3,286 ▲ 513 ▲ 15.6 8,984 ▲ 509 ▲ 5.7 2,035 4 0.2 1,269 ［区分なし] ▲ 8.3

愛媛県 22,963 ▲ 1,500 ▲ 6.5 4,420 ▲ 442 ▲ 10.0 13,682 ［区分なし] 2,753 ［区分なし] 2,108 ▲ 94 ▲ 4.5 ▲ 6.4

高知県 15,572 ▲ 1,363 ▲ 8.8 4,043 ▲ 572 ▲ 14.1 8,897 ▲ 749 ▲ 8.4 1,875 ▲ 20 ▲ 1.1 757 ▲ 22 ▲ 2.9 ▲ 8.2

福岡県 53,136 ▲ 2,500 ▲ 4.7 8,537 32,936 11,213 ［区分なし] 450 ［区分なし] ▲ 4.7

佐賀県 14,406 ▲ 525 ▲ 3.6 3,520 ▲ 220 ▲ 6.3 8,459 ▲ 293 ▲ 3.5 1,893 15 0.8 534 ▲ 27 ▲ 5.1 ▲ 6.9

長崎県 23,030 ▲ 849 ▲ 3.7 4,765 ▲ 286 ▲ 6.0 13,982 ▲ 547 ▲ 3.9 3,469 5 0.1 814 ▲ 21 ▲ 2.6 ▲ 7.7

熊本県 24,275 ▲ 1,177 ▲ 4.8 5,075 ▲ 346 ▲ 6.8 15,588 ▲ 830 ▲ 5.3 3,377 38 1.1 235 ▲ 39 ▲ 16.6 ▲ 5.6

大分県 18,785 ▲ 1,009 ▲ 5.4 4,408 ▲ 372 ▲ 8.4 11,257 ▲ 629 ▲ 5.6 2,352 10 0.4 768 ▲ 18 ▲ 2.3 ▲ 7.6

宮崎県 18,652 ▲ 900 ▲ 4.8 4,162 10,639 2,281 10 0.4 1,570 ▲ 131 ▲ 8.3 ▲ 5.3

鹿児島県 27,734 ▲ 1,730 ▲ 6.2 6,305 ▲ 630 ▲ 10.0 17,153 ▲ 1,100 ▲ 6.4 3,309 ［区分なし] 967 ［区分なし] ▲ 7.3

沖縄県 23,896 ▲ 1,075 ▲ 4.5 4,432 ▲ 249 ▲ 5.6 13,950 ▲ 770 ▲ 5.5 2,789 0 0.0 2,725 ▲ 56 ▲ 2.1 ▲ 4.6

1,609,628 ▲ 72,505 ▲ 4.5 210,662 ▲ 22,193 ▲ 10.5 757,134 ▲ 27,091 ▲ 3.6 202,064 3,511 1.7 62,032 ▲ 9,678 ▲ 15.6 ▲ 5.3

（47団体） （40団体） （38団体） （39団体） （37団体） （47団体）

1,609,628 276,988 940,521 274,271 99,423

（注１）数値目標は、総務省の公表様式にあわせて各都道府県からの報告を受けたものであり、各団体の公表内容と異なる場合がある。

（注２）新潟県の数値目標は、平成22年4月1日までの純減率。

（注３）合計欄は、総数及び各部門を明示している団体（それぞれの団体数は（　）書き）の集計。

（注４）「平成17年4月1日職員数」の合計欄外の数字は、47団体の合計。

（注５）純減率（速報値）は、平成22年定員管理調査結果（速報値）に基づき算定したもので、数値に異動がある場合がある。

公営企業等会計部門総数 一般行政部門 教育部門 警察部門

合計

（一般行政部門、大学で
▲ 6.2）

（大学を除く教育部門で
▲ 4.9）

（一般行政、公営企業等部門、大学で
▲ 17.1）

（教育、警察部門で
▲ 3.9）

（教育、警察部門で
▲ 3.9）

（一般行政、公営企業等部門の一部、大学で
▲ 12.0）

（大学を除く教育部門で
▲ 4.0）

（一般行政、公営企業等部門、大学で
▲ 17.1）

（大学を除く教育部門で
▲ 0.5）
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２　市区町村

○数値目標の状況
政令指定都市 （単位：人・％） 市区町村（政令指定都市及び一部事務組合等を除く）

総数（実績）

政令指定都市名 平成17年4月1日
平成17年4月1日
～22年4月1日

職員数 純減数 純減率 純減率（速報値）

札幌市 15,596 ▲ 850 ▲ 5.5 ▲ 7.8 北海道 ▲ 10.2 ％ （ 178 ／ 178 団体） 滋賀県 ▲ 6.9 ％ （ 19 ／ 19 団体）

仙台市 10,346 ▲ 1,000 ▲ 9.7 ▲ 8.7 青森県 ▲ 10.5 ％ （ 40 ／ 40 団体） 京都府 ▲ 8.1 ％ （ 25 ／ 25 団体）

さいたま市 9,574 ▲ 530 ▲ 5.5 ▲ 5.9 岩手県 ▲ 10.5 ％ （ 34 ／ 34 団体） 大阪府 ▲ 9.8 ％ （ 41 ／ 41 団体）

千葉市 7,810 ▲ 360 ▲ 4.6 ▲ 5.6 宮城県 ▲ 9.2 ％ （ 34 ／ 34 団体） 兵庫県 ▲ 9.0 ％ （ 40 ／ 40 団体）

横浜市 30,783 ▲ 1,900 ▲ 6.2 ▲ 11.6 秋田県 ▲ 10.3 ％ （ 25 ／ 25 団体） 奈良県 ▲ 8.4 ％ （ 39 ／ 39 団体）

川崎市 14,833 ▲ 1,700 ▲ 11.5 ▲ 7.8 山形県 ▲ 7.6 ％ （ 35 ／ 35 団体） 和歌山県 ▲ 9.6 ％ （ 30 ／ 30 団体）

相模原市 4,755 ▲ 329 ▲ 6.9 ▲ 5.1 福島県 ▲ 8.6 ％ （ 59 ／ 59 団体） 鳥取県 ▲ 7.7 ％ （ 19 ／ 19 団体）

新潟市 8,197 ▲ 660 ▲ 8.1 ▲ 7.6 茨城県 ▲ 9.3 ％ （ 44 ／ 44 団体） 島根県 ▲ 6.8 ％ （ 21 ／ 21 団体）

静岡市 6,835 ▲ 421 ▲ 6.2 ▲ 6.5 栃木県 ▲ 10.0 ％ （ 27 ／ 27 団体） 岡山県 ▲ 9.4 ％ （ 26 ／ 26 団体）

浜松市 6,437 ▲ 588 ▲ 9.1 ▲ 9.7 群馬県 ▲ 7.7 ％ （ 35 ／ 35 団体） 広島県 ▲ 7.8 ％ （ 22 ／ 22 団体）

名古屋市 29,373 ▲ 2,300 ▲ 7.8 ▲ 11.2 埼玉県 ▲ 6.9 ％ （ 63 ／ 63 団体） 山口県 ▲ 9.0 ％ （ 19 ／ 19 団体）

京都市 16,793 ▲ 772 ▲ 4.6 ▲ 9.5 千葉県 ▲ 7.2 ％ （ 53 ／ 53 団体） 徳島県 ▲ 9.4 ％ （ 24 ／ 24 団体）

大阪市 47,470 ▲ 8,470 ▲ 17.8 ▲ 17.9 東京都 ▲ 10.0 ％ （ 62 ／ 62 団体） 香川県 ▲ 11.4 ％ （ 17 ／ 17 団体）

堺市 6,310 ▲ 631 ▲ 10.0 1.6 神奈川県 ▲ 5.4 ％ （ 30 ／ 30 団体） 愛媛県 ▲ 7.4 ％ （ 20 ／ 20 団体）

神戸市 18,645 ▲ 2,150 ▲ 11.5 ▲ 13.8 新潟県 ▲ 9.9 ％ （ 29 ／ 29 団体） 高知県 ▲ 8.4 ％ （ 34 ／ 34 団体）

岡山市 6,447 ▲ 645 ▲ 10.0 ▲ 8.9 富山県 ▲ 5.7 ％ （ 15 ／ 15 団体） 福岡県 ▲ 8.8 ％ （ 58 ／ 58 団体）

広島市 12,415 ▲ 723 ▲ 5.8 ▲ 6.0 石川県 ▲ 9.1 ％ （ 19 ／ 19 団体） 佐賀県 ▲ 9.7 ％ （ 20 ／ 20 団体）

北九州市 9,705 ▲ 1,060 ▲ 10.9 ▲ 9.9 福井県 ▲ 8.4 ％ （ 17 ／ 17 団体） 長崎県 ▲ 9.7 ％ （ 21 ／ 21 団体）

福岡市 10,625 ▲ 488 ▲ 4.6 ▲ 9.1 山梨県 ▲ 7.5 ％ （ 27 ／ 27 団体） 熊本県 ▲ 9.0 ％ （ 45 ／ 45 団体）

合計 272,949 ▲ 25,577 ▲ 9.4 ▲ 10.6 長野県 ▲ 7.0 ％ （ 77 ／ 77 団体） 大分県 ▲ 9.4 ％ （ 18 ／ 18 団体）

岐阜県 ▲ 8.7 ％ （ 42 ／ 42 団体） 宮崎県 ▲ 8.2 ％ （ 26 ／ 26 団体）

静岡県 ▲ 5.8 ％ （ 33 ／ 33 団体） 鹿児島県 ▲ 9.9 ％ （ 43 ／ 43 団体）

愛知県 ▲ 5.4 ％ （ 56 ／ 56 団体） 沖縄県 ▲ 10.6 ％ （ 41 ／ 41 団体）

三重県 ▲ 8.0 ％ （ 29 ／ 29 団体） 合計 ▲ 8.6 ％ （ 1,731 ／ 1,731 団体）

（注５）市区町村の平成17年4月1日～22年4月1日の純減率（実績）は、現在集計中。

（注１）数値目標は、総務省へ公表様式にあわせて各地方公共団体の報告を
　　　受けたものであり、各団体の公表内容と異なる場合がある。
（注２）堺市は平成20年度に消防組合が解散し消防局を設置したことによ
　　　り、平成22年4月1日の実績がプラスになっている。（消防局設置に
　　　伴う増員（936人）を除いた純減率：▲13.3）
（注３）堺市は平成18年4月1日、新潟市及び浜松市は平成19年4月1日、
　　　岡山市は平成21年4月1日、相模原市は平成22年4月1日にそれぞれ
　　　政令指定都市に移行。
（注４）純減率（速報値）は、平成22年定員管理調査結果（速報値）に基
　　　づき算定したもので、数値に異動がある場合がある。

目標

都道府県名

目標

都道府県名

目標

平成17年4月1日～22年4月1日
 平成17年4月1日～22年4月1日の純減率

　　　　　　（公表済団体数／総団体数）
 平成17年4月1日～22年4月1日の純減率

　　　　　　（公表済団体数／総団体数）
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１．給与構造の改革の着実な実施（平成２２年４月現在）
（給料水準の引下げ、地域手当の導入、勤務実績の給与への反映等）

実施団体 ６６団体全て

３．特殊勤務手当の見直し（平成２２年４月現在）
（他の手当又は給料で措置される勤務内容に対して重複の観点から検討を要すると思われる
特殊勤務手当の見直し）

支給額ベースで約１４８億円の削減（９７％以上削減）※平成１５年度支給額ベースとの比較

２．技能労務職員等の給与等の見直し（平成２２年４月現在）
（技能労務職員等の給与等について、総合的な点検を実施し、取組方針を策定）

実施団体 ６６団体全て

４．給与情報等の公表（平成２２年４月現在）

実施団体 ６６団体全て
うち、総務省様式どおり公表 ５８団体（都道府県４２団体、指定都市１６団体）

集中改革プランにおける給与適正化の取組状況等について
（都道府県・政令指定都市の状況）
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～地場賃金の反映（給料表水準引下げ等）、年功的な給与上昇の抑制、職務・職責・勤務実績の反映～

○ 全国９８．９％の団体で実施（平成２２年４月１日現在）
○ 地方公務員については、ほとんどの地域が地域手当非支給地で、国家

公務員と異なり、広域異動手当等が導入されないため、引き下げ効果が
大きい。

公務の新給料水準

改革前給料水準

地
域
手
当
18％

〈東京都の給与水準〉〈Ａ県の給与水準〉

ほとんどの団体で
給与水準が低下

民

間

民

間

公
務
員

公
務
員

△4.8％ 団体数

1,000

18% 15% 12% 10% ６% ３% 非支給地

23 22 30 48 66 185

1,469

80％の市区町村

が非支給地

平成18年４月１日現在の状況
（人事院の指定基準による）

500

団体数

1,000

18% 15% 12% 10% ６% ３% 非支給地

23 22 30 48 66 185

1,469

80％の市区町村

が非支給地

平成18年４月１日現在の状況
（人事院の指定基準による）

500

市区町村の地域手当支給率

【参考：地方公務員の給与構造改革による影響額（試算）→▲６，０００億円程度／年】

平成２２年４月１日時点において、１，７９７団体（４７都道府県、１９指定都市、１，７３１市区町村）

のうち１，７７８団体（９８．９％）が実施済み

【内訳】

○都道府県 ４７都道府県が見直しを実施済み（１００．０％）

○指定都市 １９指定都市が見直しを実施済み（１００．０％）

○市区町村 １，７１２市区町村が見直しを実施済み（ ９８．９％）

給与構造の改革の着実な実施
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0

100,000

200,000

300,000

400,000

昭和60年度 平成14年度 平成19年度

技能労務職員の状況について

民間委託・退職不補充により削減

技能労務職員数：150,013人（地方公務員の5.3％）

（うち清掃職員数：36,227人、学校給食員数：27,407人）

（参考）55歳以上の技能労務職員数 ： 36,868人

○ 技能労務職員数の推移

○ 各地方公共団体において、技能労務職員等の給与
等の見直しに向けた取組方針を策定・公表。

○ 全国統一公表様式に、賃金センサスデータを参考指
標に追加し、各団体において情報開示を徹底。

１．給与情報の公表

現 状 見直しに向けた取組

33.4万人

21.2万人

15.0万人

40
（万人）

30

20

10

0
H元年度 H16年度 H21年度

過去20年間で約55％、
過去５年間で約29％の減

○ 技能労務職員数は平成２１年４月１日現在約１５．０万人（民間委託・退職不補充により過去２０年間で約５
５％、過去５年間で約２９％の減）

○ 各地方公共団体の給与情報の公表を徹底
○ 各地方公共団体において給与等の見直しに向けた取組方針を策定・公表

○ 総務省において、技能労務職員の給与決定の基本
的考え方を整理するとともにその具体的な反映手法等
について研究するための研究会を開催（平成２０年４月
～）。平成２１年３月に報告書を公表。

３．技能労務職員の給与に係る基本的考え方
に関する研究会

平 成 １ ８ 年 分 ： 平 成 １ ９ 年 ７ 月 公 表
平 成 １ ９ 年 分 ： 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 公 表
平 成 ２ ０ 年 分 ： 平 成 ２ １ 年 ４ 月 公 表
平 成 ２ １ 年 分 ： 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 公 表

都道府県・指定都市 全団体策定済
市区町村 ９９．３％策定済

（平成２２年４月１日時点）
上段：平均給与月額

下段：平均年齢
３８４，９６５円

４５．８歳
３８１，１１３円

４７．３歳

２．見直しに向けた取組方針
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組の例（都道府県・指定都市）

○ 給与等の現状の公表に当たり、総務省が例示した項目の他に独自に情報を追加

・ 他都道府県の技能労務職員の平均給与月額や職員数を追加（滋賀県、愛媛県）
・ 国の行政職俸給表（二）に係る平均給与月額や、人事委員会による民間給与実態調査結果を 追加（岩手県、山形県、静岡県、大阪府、沖縄県、

広島市、福岡市）

○ 職種別の給与カーブのグラフ化、賃金センサスのデータの加工、年齢構成比の追加等により 民間と比較（大阪市）

○ 技能労務職員について、独自の給料水準の引下げを実施（平成１９年度以降に実施した例）
東京都 （平成２２年度実施。職員平均▲ ８．０％）
長野県 （平成２２年度実施。職員平均▲１１．２％）
京都府 （平成１９年度実施。職員平均▲ ５．０％）
兵庫県 （平成２０年度実施。職員平均▲ ７．５％）
奈良県 （平成２１年度実施。職員平均▲１２．９％）
和歌山県（平成２１年度実施。職員平均▲１１．４％）
香川県 （平成２１年度実施。職員平均▲１７．８％）
愛媛県 （平成２２年度実施。職員平均▲１０．０％）
高知県 （平成２２年度実施。職員平均▲ ８．８％）
佐賀県 （平成２２年度実施。職員平均▲１０．０％）
長崎県 （平成１９年度実施。職員平均▲ ９．８％）
川崎市 （平成１９年度実施。職員平均▲ ５．０％）
相模原市 （平成１９年度実施。職員平均▲ １．３％）
新潟市 （平成１９年度実施。職員平均▲ ８．８％）
岡山市 （平成２０年度実施。職員平均▲ ４．４％）

○ 地域民間給与の一層の反映のため、地域民間給与に関する独自の調査等を平成２０年度から実施（北海道、東京都、神奈川県、長野県）

○ 事業を民間委託または廃止し、技能労務職員を任用換えする等により、技能労務職を廃止（全職種又は一部職種の廃止）する取組を実施
（青森県、兵庫県、鳥取県、島根県、福岡県、大分県）

○ 平成１７年度から、技能労務職の身分を有したまま一般行政事務に従事し、経験を積んだ者について、任用試験を経て、行政職に任用換え（大分県）

分かりやすい公表の取組

給与水準に関する取組

業務のあり方に関する取組

総務省の例示
職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等のデータ、対応する民間従業員のデータ、
職種ごとの年齢別の人数・平均給与等のデータ、その他給与に関する事項（給料表、手当、昇給基準等）

＜参考＞
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特殊勤務手当の見直し状況について

○ 平成１６年１２月に総務省が指摘した「重複支給の観点から検討を要する手当」
２１０手当（１５，２３４百万円）について、その見直し状況を毎年調査。

○ 平成２２年４月１日現在における削減率（平成１５年度支給額ベース）は９７％
以上（▲９７．３％）。また、１９２手当が廃止済み。

区 分 １６年調査結果 平成２２年４月１日現在 削減率

都道府県
４，４１０百万円

（９７手当）

７３百万円

（１１手当）

▲９８．３％

（▲８６手当）

指定都市
１０，８２４百万円

（１１３手当）

３３６百万円

（７手当）

▲９６．９％

（▲１０６手当）

合計
１５，２３４百万円

（２１０手当）

４０９百万円

（１８手当）

▲９７．３％

（▲１９２手当）

※金額については、平成１５年度支給額ベース。

重複支給の観点から検討を要する手当の例
・ 調理師手当 調理師への給食調理業務に対する手当
・ 企業手当 企業局職員としての業務に対する手当
・ 休日勤務手当 土曜日、日曜日に勤務した職員に対する手当
・ 早出手当 始業時間が午前５時から７時までの職員に対する手当
・ 年末年始勤務手当 １２月２９日から１月３日までの勤務に対する手当

平成２２年４月１日現在
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＜様式例＞

特殊勤務手当を含めた全手当の状況

手当の名称 対象職員 対象業務 支給単価

夜間看護手当 看護師等 夜間看護 1回 6,800円

高所作業手当 土木関係職員 不安定な高所作業 日額 300円

ラスパイレス指数の比較

給与情報の徹底した開示・公表

「給与情報等公表システム」の構築
（平成１８年３月より運用開始）

各団体が、給与・定員管理の状況を総務省で示した

統一様式に沿ってホームページに公表

＜公表項目＞
○ ラスパイレス指数の変化と類似団体等との比較グラフ

○ 職種ごとの給与（平均年齢、平均給与月額等）の状況

○ 特殊勤務手当も含めた全手当の状況

○ 定員の状況（部門別職員数、級別職員数等） 等

＜様式例＞ ― 各団体 ホームページ ―

「団体別給与等の比較」コーナーの新設
（平成１９年４月より運用開始）

（例）特殊勤務手当

総務省のホームページにおいて、各地方公共団体の

給与情報を一覧表で公表

＜公表項目＞

① ラスパイレス指数

② 平均年齢・平均給与月額等

③ 地域手当支給率等

④ 職員１人当たり諸手当月額の内訳（特殊勤務手当を含む）

⑤ 期末・勤勉手当の支給状況

⑥ 退職手当の支給状況

⑦ 技能労務職員等の平均給与月額・各種手当の支給状況

＜参考＞賃金構造基本統計調査による類似職種等の平均給与月額等の比較

⑧ 知事（市区町村長）・副知事（副市区村長）等の平均給料月額

＜公表例＞ ― 総務省 ホームページ ―

※ 職種ごとに公表

・・・・・・・・・・・・

② 平均年齢・平均給与月額等
（単位：歳・円）

Ⅱ－１ 44.5 347,700 76,162 423,862 389,296
Ⅱ－１ 44.6 344,100 71,652 415,752 386,319
Ⅰ－１ 44.3 327,400 57,439 384,839 361,960
Ⅳ－２ 42.3 328,800 55,912 384,712 366,328
Ⅰ－０ 44.8 355,200 45,486 400,686 396,107
Ⅱ－１ 45.7 332,200 56,000 388,200 361,897
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

平均年齢
平均給料月額

Ａ
諸手当月額

Ｂ
平均給与月額

Ａ ＋ Ｂ
平均給与月額

(国ベース）
類似団体
類型区分

団体名

○○市

○○市

○○市

○○町

○○村

○○町

・・・

・・・

90

95

100

105

△△市 類似団体平均 全国市平均

(H16)
96.4

(H21)
97.6

(H16)
98.5

(H21)
98.2

(H16)
98.2

(H21)
98.4

16



民間委託等の推進状況（公の施設関係）

○ 各団体においては、計画やガイドライン等を作成し、公の施設の見直しを実施
○ 公の施設のうち、都道府県では６，８６２施設（６１．８％）、政令指定都市では６，３３４施設
（５２．２％）で指定管理者制度を導入

○ 指定管理者制度導入後、指定管理者による管理運営について、利用者へのアンケートや第三者評価機
関を設置する等して評価を実施

平成21年度までの取組内容

公の施設の管理運営状況

＜都道府県＞ ＜政令指定都市＞

6,862 0

8,283

4,080

3,128

152

35329

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
（箇所）

指定管理者 管理委託 業務委託 全部直営

6,334 0

6,444

5,776

5,029

9

6467

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
（箇所）

指定管理者 管理委託 業務委託 全部直営

(0.2%) (70.3%) (26.5%) (3.0%)

(61.8%) (36.8%) (1.4%)

(3.9%) (53.9%) (42.1%) (0.1%)

(52.2%) (47.7%) (0.1%)

平成16年度末 11,793箇所 平成16年度末 11,946箇所

平成22年4月 11,094箇所 平成22年4月 12,119箇所

※ 学校、道路及び河川並びに管理人が常駐していない小規模公園及び駐輪場等は、公の施設数から除く。

※ 公営住宅法に基づく管理代行制度により管理運営を行っている施設（公営住宅）は、業務委託に含めている。
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群馬県公共施設のあり方検討委員会の答申を踏まえ、群馬県水産学習館を廃止、群馬県精神
障害者援護寮に指定管理者制度を導入、県立高齢者介護総合センターを民間譲渡

民間委託等の取組状況（公の施設関係）

群馬県

・指定管理者制度を導入している２５施設について、施設のあり方を検討し、県としての見直し方
針を決定

・以前決定していた直営施設の見直し方針を受け、県営住宅（２１団地）に指定管理者制度を新
たに導入、県立病院１施設を民間譲渡

愛媛県

県が管理する漁港施設のうち、第１種漁港について関係市町へ移管するため、「県管理第１種漁
港の市町村移管計画書」を策定

沖縄県

利用者数の動向や民間、市町村施設との役割分担を踏まえ、施設の存廃、機能及び運営方法
を見直した結果、社会福祉施設等を民営化

熊本県
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・病院１施設、芸術文化施設１施設に指定管理者制度を導入
・市営住宅４２３施設に管理代行制度を導入
・保育施設１施設を民間譲渡

指定管理者制度の効率的な運用についての監視の強化を図るため、指定管理者制度導入施設
全てにおいて事後評価を実施

民間委託等の取組状況（公の施設関係）

浜松市

北九州市

・市営住宅（管理代行）３２８施設を指定管理者制度へ移行した結果、全ての市営住宅に指定管
理者制度を導入

・今まで以上に機動性・柔軟性の高い病院運営を行うために、市立医療センター（市民病院）を地
方独立行政法人化（平成２１年４月～）

神戸市

市営住宅、公園等１７施設（うち新設６施設）に指定管理者制度を導入するとともに、写真ライブラ
リー等４施設を廃止

札幌市
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民間委託等の推進に向けた主な取り組み

◆平成18年度より、県の全業務を対象に、県民満足度を高めるための担い手のあり方について民間
からの提案を求め、公民の新たな役割分担を編み出す「協働化テスト」を実施。この結果、県民総合
相談・情報提供窓口「さが元気ひろば」の運営、県民協働を考える集いの開催等、６業務をCSOが担う。
日本で初めて「２０１０年国連公共サービス賞」を受賞 【佐賀県】
※CSO：市民社会組織（Civil Society Organization）・・・志縁組織（NPOなど）に地縁組織（自治会など）
を加えた概念の呼称

◆県直営業務の民間委託について民間業者等から提案を募集（平成１９年度における提案実績１５件、
うち平成２０年度民間委託実施２件。平成２０年度における提案実績７件、うち既に民間委託対応済１
件、平成２２年度からの民間委託実施１件。 ） 【鳥取県】

◆平成２０年度に「外部委託推進ガイドライン」（平成１４年１０月制定）を改定し、ＮＰＯや民間事業者
等から幅広く県業務の民間開放などについてのアイデアやノウハウの提案をいただく「提案公募型ア
ウトソーシング」の活用を盛り込んだ。（平成２１年度より実施中） 【山口県】

住民との協働
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◆内部事務の集中処理とアウトソーシング化 【千葉県】
＜事業内容＞
・ペーパーレス化、中間事務の省略、権限の集中と分散、事務の簡素化・標準化、添付書類の廃止・
共有化など事務プロセスの抜本的な見直しを行い、総務ワークステーションを設置して集約化した。ま
た、集約化により標準化・マニュアル化された定型的事務については、事務の効率化と経費の削減が
見込まれることから、民間能力（人材派遣）を活用している。

◆Ｕターン就職・支援業務の民間委託 【富山県】
＜事業内容＞
・富山Ｕターン情報センターの窓口業務、アンテナショップでの相談業務、Ｉターン就職促進業務などに
ついて、民間業者に委託

◆府民お問合わせセンター整備運営事業に係る包括的業務（電話などで府民から寄せられているよく
ある問合せなどの応答業務等）を民間業者に委託 【大阪府】

◆北清掃工場の管理運営について、１５年間にわたり、法定点検、修繕等を含め包括的に民間業者
に委託する長期責任型運営維持管理委託を競争入札により導入 【千葉市】

その他

24



市町村への権限移譲

○ 権限移譲の推進に向けた都道府県の取組の平成１７年度～平成２１年度における進捗状況

権限移譲推進計画等の策定：1６団体

（H1６年度末：２４団体 ⇒ ４０団体で策定済）

４０団体のうち２５団体で移譲対象市町村の範囲や移譲事務等の項目を拡大

移譲事務の項目や数の目標設定：1６団体

（H1６年度末：１２団体 ⇒ ２８団体で設定済）

２８団体のうち１３団体で移譲事務の項目や数等の目標を拡大

市町村との協議の場や研究会の設置：1５団体

（H1６年度末：２８団体 ⇒ ４３団体で設置済）

まちづくり等特定の分野の事務をパッケージ化する等の包括的移譲：２２団体

（H1６年度末：１０団体 ⇒ ３２団体で採用済）
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出先機関の見直し
効果的・効率的な行政体制の確立に向けた不断の見直しによるもの

 職員の給与、旅費の支給等を行うために県内10ヵ所に設置されていた総務事務センターを廃止し、

本庁へ業務を集約（H22年度～、長野県）

 家庭問題に総合的・専門的に対応するため、京都児童相談所、婦人相談所、身体障害者更生相

談所、知的障害者更生相談所を統合し、家庭支援総合センターを設置（H22年度～、京都府）

 産学官の連携強化や知的財産戦略への対応の充実等を図るため、農業総合センター、生物科学

総合研究所、総合畜産センター、水産試験場、林業試験場、木材加工技術センターを統合し、農林

水産総合センターを設置（H22年度～、岡山県）

 保健・医療・福祉のさらなる連携強化を図るため、主に福祉部門を担う仙台保健福祉事務所（本

所）と保健・医療部門を担う仙台保健福祉事務所塩釜総合支所を統合（H22年度～、宮城県）

26

 市町村合併の進展に伴い、体制の強化と効果的、効率的な事務執行を図るため、湖北健康福祉

事務所(長浜保健所)木之本支所を廃止するとともに、6事務所で行っていた建築確認事務を3事務

所に集約（H22年度～、滋賀県）

 相模原市の政令指定都市移行に伴い、相模原土木事務所及び津久井土木事務所を厚木土木事

務所に、高相津久井教育事務所と愛甲教育事務所を県央教育事務所にそれぞれ再編・統合（H22
年度～神奈川県）

市町村合併の進展によるもの



事務事業の再編・整理等による主な効果（都道府県・政令指定都市）

【秋田県】
平成17年度：464項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、48事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約2億円の歳出削減。
平成18年度：999項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、62事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約9億円の歳出削減。
平成19年度：642項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、118事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約13億円の歳出削減。
平成20年度：1,004項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、58事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約12億円の歳出削減。
平成21年度：前年度にリストアップした437項目の事務事業を中心に、廃止、縮小等の見直しを進めた。

【香川県】
平成17年度：企業会計の経営効率化等に伴う繰出金の削減などの事務事業の見直し、158事業の廃止により、約55億円を削減。
平成18年度：指定管理者制度の導入などの事務事業の見直し、76事業の廃止により、約67億円を削減。
平成19年度：施設の維持管理経費の縮減、企業会計への繰出金等の縮減などの事務事業の見直し、75事業の廃止により、約50億円を削減。
平成20年度：施設の維持管理経費の縮減などの事務事業の見直し、83事業の廃止により、約148億円を削減。
平成21年度：施設の維持管理経費の縮減などの事務事業の見直し、42事業の廃止により、約39億円を削減。

【福岡県】
平成17年度：互助会補助金の補助対象経費の見直し、職員住宅管理経費の見直しなど、433事業の廃止・縮減等を行い、約98億円の歳出削減。
平成18年度：システム維持管理経費の削減、九州青年の船事業の廃止など、424事業の廃止・縮減等を行い、約55億円の歳出削減。
平成19年度：県立病院の民間移譲、外郭団体に対する派遣職員の引き上げ、事務・管理経費の削減など、1,149事業の廃止・縮減等を行い、約88億円の歳出削減。
平成20年度：コピー機の全庁一括契約による経費の見直し、外国語指導助手の配置見直しなど、626事業の廃止・縮減等を行い、約77億円の歳出削減。
平成21年度：電子県庁システムの稼働時間、保守回数の見直し、出先機関ネットワーク保守の廃止など、724事業の廃止・縮減等を行い、約80億円の歳出削減。

【千葉市】

平成17年度：土地開発基金の廃止、難病見舞金の見直し、市長専用車のリース化など、57項目の事務事業を見直し、総額で約35億円を削減。
平成18年度：特別職専用車の見直し、住宅建築資金利子補給制度の見直しなど、43項目の事務事業を見直し、総額で約49億円を削減。
平成19年度：清掃工場の長期責任型運営維持管理委託の導入など、31項目の事務事業を見直し、総額で約49億円を削減。
平成20年度：敬老祝金の見直し、浄化センター維持管理へ包括民間委託の導入など、 28項目の事務事業を見直し、総額で約84億円を削減。
平成21年度：市営住宅使用料徴収業務の一部民間委託など、19項目を見直し、総額で約67億円を削減 ※削減額は計画期間中の効果継続分を含む。
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区分

総数 ※１ （実績） 公営企業会計 ※2 （実績）

H17.4.1 H22.4.1
純減数

(目標値)
純減率

(目標値)
純減率

(速報値)

H17.4.1 H22.4.1
純減数

（目標値）
純減率

（目標値）
純減率

職員数 職員数 職員数 職員数

都道府県 1,609,628 1,537,123 ▲72,505 ▲4.5 ▲5.3 62,529 55,540 ▲6,989 ▲11.2 ▲16.3

政令指定
都市

272,949 247,372 ▲25,577 ▲9.4 ▲10.6 33,814 30,822 ▲2,992 ▲8.8 ▲10.8

市区町村 1,060,033 969,102 ▲90,931 ▲8.6 ▲9.9 107,142 103,445 ▲3,697 ▲3.5 ▲10.7

合計 2,942,610 2,753,597 ▲189,013 ▲6.4 ▲7.5 203,485 189,807 ▲13,678 ▲6.7 ▲12.4

公表済み団体の数値目標の集計

※１

・市区町村（政令指定都市を除く）については、1,731団体の集計。

※２

・都道府県については、公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している37団体の集計。

・政令指定都市については、公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している13団体の集計。

・市町村（政令指定都市を除く）については、公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定してい

る933団体の集計。

・合計については、公営企業会計で定員管理の数値目標を既に公表している37都道府県、13政令指定都市、

933市区町村の集計であり、未公表の団体の公表状況によって、変動する可能性がある。

☆公営企業会計（p.8～p.10の公営企業等会計部門から収益事業会計、公立大学付属病
院事業会計等を控除）で定員管理の数値目標を集中改革プランに記載している団体の集計

（単位：人、％）

○ 地方公共団体の集中改革プランにおける平成22年4月1日の公営企業の定員管理の状況

（平成22年4月1日現在）

地方公共団体の集中改革プランにおける

公営企業の定員管理の状況について
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団体名

総数 公営企業会計

H17.4.1 H17.4.1～H22.4.1 実績 H17.4.1 H17.4.1～H22.4.1 実績

職員数 純減数 純減率
純減率

（速報値）
職員数 純減数 純減率 純減率

北海道 81,629 ▲ 7,273 ▲ 8.9 ▲ 7.3 区分なし

青森県 22,844 ▲ 1,051 ▲ 4.6 ▲ 9.5 区分なし

岩手県 26,379 ▲ 1,579 ▲ 6.0 ▲ 7.7 4,888 ▲ 158 ▲ 3.2 ▲ 2.3

宮城県 29,581 ▲ 1,274 ▲ 4.3 ▲ 5.0 820 ▲ 15 ▲ 1.8 ▲ 2.0

秋田県 17,996 ▲ 1,560 ▲ 8.7 ▲ 12.5 591 ▲ 26 ▲ 4.4 ▲ 74.6

山形県 20,689 ▲ 1,046 ▲ 5.1 ▲ 6.1 2,593 ▲ 53 ▲ 2.0 ▲ 6.6

福島県 30,933 ▲ 2,518 ▲ 8.1 ▲ 9.2 区分なし

茨城県 36,226 ▲ 1,291 ▲ 3.6 ▲ 3.5 1,158 ▲ 54 ▲ 4.7 ▲ 0.1

栃木県 25,896 ▲ 889 ▲ 3.4 ▲ 3.9 783 ▲ 20 ▲ 2.6 1.7

群馬県 25,888 ▲ 978 ▲ 3.8 ▲ 3.0 1,328 25 1.9 3.6

埼玉県 64,370 ▲ 1,081 ▲ 1.7 ▲ 1.9 2,142 14 0.7 6.6

千葉県 63,620 ▲ 2,035 ▲ 3.2 ▲ 2.0 3,866 ▲ 660 ▲ 17.1 ▲ 13.4

東京都 173,449 ▲ 4,691 ▲ 2.7 ▲ 3.7 区分なし

神奈川県 75,927 ▲ 1,050 ▲ 1.4 ▲ 2.8 3,415 ▲ 189 ▲ 5.5 ▲ 65.9

新潟県 36,766 ▲ 1,945 ▲ 5.3 ▲ 5.3 3,797 ▲ 43 ▲ 1.1 0.3

富山県 16,701 ▲ 861 ▲ 5.2 ▲ 5.9 1,031 ▲ 75 ▲ 7.3 ▲ 0.8

石川県 17,015 ▲ 871 ▲ 5.1 ▲ 5.6 1,015 ▲ 12 ▲ 1.2 0.9

福井県 14,416 ▲ 663 ▲ 4.6 ▲ 5.2 917 13 1.4 3.6

山梨県 15,339 ▲ 854 ▲ 5.6 ▲ 12.0 1,056 ▲ 60 ▲ 5.7 ▲ 2.0

長野県 29,599 ▲ 1,502 ▲ 5.1 ▲ 7.2 区分なし

岐阜県 27,550 ▲ 1,270 ▲ 4.6 ▲ 10.9 1,770 41 2.3 ▲ 89.2

静岡県 41,185 ▲ 3,145 ▲ 7.6 ▲ 5.8 2,217 ▲ 1,865 ▲ 84.1 ▲ 48.1

愛知県 71,854 ▲ 1,104 ▲ 1.5 0.1 2,245 ▲ 76 ▲ 3.4 ▲ 2.4

三重県 24,996 ▲ 1,144 ▲ 4.6 ▲ 4.4 1,402 ▲ 35 ▲ 2.5 ▲ 0.5

（単位：人、％）
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１ 都道府県
数値目標の状況



団体名

総数 公営企業会計

H17.4.1 H17.4.1～H22.4.1 実績 H17.4.1 H17.4.1～H22.4.1 実績

職員数 純減数 純減率
純減率

（速報値）
職員数 純減数 純減率 純減率

滋賀県 19,094 ▲ 820 ▲ 4.3 ▲ 3.8 区分なし

京都府 31,200 ▲ 1,500 ▲ 4.8 ▲ 6.7 区分なし

大阪府 87,615 ▲ 1,639 ▲ 1.9 ▲ 4.0 4,231 ▲ 3,136 ▲ 74.1 ▲ 76.7

兵庫県 63,749 ▲ 2,343 ▲ 3.7 ▲ 4.0 4,974 27 0.5 0.3

奈良県 19,497 ▲ 1,760 ▲ 9.0 ▲ 13.3 1,303 ▲ 18 ▲ 1.4 ▲ 2.8

和歌山県 17,926 ▲ 1,900 ▲ 10.6 ▲ 12.5 197 ▲ 9 ▲ 4.6 ▲ 4.1

鳥取県 11,877 ▲ 414 ▲ 3.5 ▲ 3.3 区分なし

島根県 15,013 ▲ 1,271 ▲ 8.5 ▲ 5.8 932 ▲ 40 ▲ 4.3 11.9

岡山県 24,954 ▲ 1,406 ▲ 5.6 ▲ 7.0 275 ▲ 96 ▲ 34.9 ▲ 53.5

広島県 33,464 ▲ 2,300 ▲ 6.9 ▲ 7.0 1,219 ▲ 5 ▲ 0.4 3.0

山口県 21,914 ▲ 1,164 ▲ 5.3 ▲ 6.6 781 29 3.7 3.6

徳島県 14,454 ▲ 667 ▲ 4.6 ▲ 5.4 912 ▲ 22 ▲ 2.4 8.2

香川県 15,574 ▲ 1,018 ▲ 6.5 ▲ 8.3 1,280 ▲ 71 ▲ 5.5 ▲ 7.6

愛媛県 22,963 ▲ 1,500 ▲ 6.5 ▲ 6.4 2,108 ▲ 94 ▲ 4.5 ▲ 4.5

高知県 15,572 ▲ 1,363 ▲ 8.8 ▲ 8.2 752 ▲ 17 ▲ 2.3 ▲ 3.9

福岡県 53,136 ▲ 2,500 ▲ 4.7 ▲ 4.7 区分なし

佐賀県 14,406 ▲ 525 ▲ 3.6 ▲ 6.9 534 ▲ 27 ▲ 5.1 ▲ 85.2

長崎県 23,030 ▲ 849 ▲ 3.7 ▲ 7.7 814 ▲ 21 ▲ 2.6 ▲ 15.6

熊本県 24,275 ▲ 1,177 ▲ 4.8 ▲ 5.6 236 ▲ 39 ▲ 16.5 ▲ 22.0

大分県 18,785 ▲ 1,009 ▲ 5.4 ▲ 7.6 769 ▲ 33 ▲ 4.3 ▲ 4.8

宮崎県 18,652 ▲ 900 ▲ 4.8 ▲ 5.3 1,570 ▲ 131 ▲ 8.3 ▲ 10.5

鹿児島県 27,734 ▲ 1,730 ▲ 6.2 ▲ 7.3 区分なし

沖縄県 23,896 ▲ 1,075 ▲ 4.5 ▲ 4.6 2,608 ▲ 38 ▲ 1.5 0.6

合計 1,609,628 ▲ 72,505 ▲ 4.5 ▲ 5.3 62,529 ▲ 6,989 ▲ 11.2 ▲ 16.3

（注１） “区分なし”は公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに記載していない団体（公営企業会計の一部について数値目標を設定していない団体を含む）。
（注２） 純減率は、職員数と純減数により単純計算した数値とは異なる場合がある。
（注３） 合計欄は公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している37団体の集計。
（注４） 平成22年4月1日までに公表している団体について、総務省への報告をもとに定員管理調査ベースで取りまとめたもの。このため、各都道府県の公表値と異なる場合がある。
（注５） 網掛けは、平成21年8月1日時点の取りまとめから変更のあった団体。

（単位：人、％）

30



団体名

総数 公営企業会計

H17.4.1 H17.4.1～H22.4.1 実績 H17.4.1 H17.4.1～H22.4.1 実績

職員数 純減数 純減率
純減率

（速報値）
職員数 純減数 純減率 純減率

札幌市 15.596 ▲ 850 ▲ 5.5 ▲ 7.8 3,328 ▲ 366 ▲ 11.0 ▲ 12.3

仙台市 10,346 ▲ 1,000 ▲ 9.7 ▲ 8.7 3,107 ▲ 426 ▲ 13.7 ▲ 12.2

さいたま市 9,574 ▲ 530 ▲ 5.5 ▲ 5.9 1,210 ▲ 7 ▲ 0.6 ▲ 3.4

千葉市 7,810 ▲ 360 ▲ 4.6 ▲ 5.6 1,047 ▲ 26 ▲ 2.5 ▲ 5.4

横浜市 30,783 ▲ 1,900 ▲ 6.2 ▲ 11.6 区分なし

川崎市 14,833 ▲ 1,700 ▲ 11.5 ▲ 7.8 2,738 ▲ 193 ▲ 7.0 ▲ 6.9

相模原市 4,755 ▲ 329 ▲ 6.9 ▲ 5.1 区分なし

新潟市 8,197 ▲ 660 ▲ 8.1 ▲ 7.6 1,629 ▲ 159 ▲ 9.8 ▲ 6.5

静岡市 6,835 ▲ 421 ▲ 6.2 ▲ 6.5 1,521 ▲ 32 ▲ 2.1 ▲ 3.5

浜松市 6,437 ▲ 588 ▲ 9.1 ▲ 9.7 529 ▲ 130 ▲ 24.6 ▲ 24.6

名古屋市 29,373 ▲ 2,300 ▲ 7.8 ▲ 11.2 区分なし

京都市 16,793 ▲ 772 ▲ 4.6 ▲ 9.5 区分なし

大阪市 47,470 ▲ 8,470 ▲ 17.8 ▲ 17.9 10,063 ▲ 950 ▲ 9.4 ▲ 12.8

堺 市 6,310 ▲ 631 ▲ 10.0 1.6 1,166 ▲ 66 ▲ 5.7 ▲ 2.3

神戸市 18,645 ▲ 2,150 ▲ 11.5 ▲ 13.8 4,900 ▲ 572 ▲ 11.7 ▲ 8.1

岡山市 6,447 ▲ 645 ▲ 10.0 ▲ 8.9 916 ▲ 34 ▲ 3.7 ▲ 8.7

広島市 12,415 ▲ 723 ▲ 5.8 ▲ 6.0 区分なし

北九州市 9,705 ▲ 1,060 ▲ 10.9 ▲ 9.9 区分なし

福岡市 10,625 ▲ 488 ▲ 4.6 ▲ 9.1 1,660 ▲ 31 ▲ 1.9 ▲ 29.6

合計 272,949 ▲ 25,577 ▲ 9.4 ▲ 10.6 33,814 ▲ 2,992 ▲ 8.9 ▲ 10.8

（注１） “区分なし”は公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに記載していない団体（公営企業会計の一部について数値目標を設定していない団体を含む）。
（注２） 合計欄は公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している13団体の集計。
（注３） 平成22年4月1日までに公表している団体について、総務省への報告をもとに定員管理調査ベースで取りまとめたもの。このため、各政令指定都市の公表値と異なる場合がある。
（注４） 網掛けは、平成21年8月1日時点の取りまとめから変更のあった団体。

（単位：人、％）

31

２ 政令指定都市
数値目標の状況



団体名

総数 公営企業会計

H17.4.1～H22.4.1の純減率
(公表済団体数/総団体数)

H17.4.1～H22.4.1の純減率（※１）
(公表済団体数（※２）/総団体数)

北海道 ▲ 10.2% (178/178団体) ▲ 3.7% (67/178団体)

青森県 ▲ 10.5% (40/40団体) ▲ 4.0% (40/40団体)

岩手県 ▲ 10.5% (34/34団体) ▲ 5.5% (25/34団体)

宮城県 ▲ 9.2% (34/34団体) ▲ 3.7% (29/34団体)

秋田県 ▲ 10.3% (25/25団体) ▲ 3.2% (25/25団体)

山形県 ▲ 7.6% (35/35団体) ▲ 4.7% (11/35団体)

福島県 ▲ 8.6% (59/59団体) ▲ 6.2% (30/59団体)

茨城県 ▲ 9.3% (44/44団体) ▲ 16.6% (24/44団体)

栃木県 ▲ 10.0% (27/27団体) ▲ 5.0% (8/27団体)

群馬県 ▲ 7.7% (35/35団体) ▲ 4.0% (28/35団体)

埼玉県 ▲ 6.9% (63/63団体) ▲ 4.1% (32/63団体)

千葉県 ▲ 7.2% (53/53団体) ▲ 0.9% (25/53団体)

東京都 ▲ 10.0% (62/62団体) 1.7% (6/62団体)

神奈川県 ▲ 5.4% (30/30団体) ▲ 4.4% (12/30団体)

新潟県 ▲ 9.9% (29/29団体) 0% (1/29団体)

富山県 ▲ 5.7% (15/15団体) 2.6% (8/15団体)

石川県 ▲ 9.1% (19/19団体) ▲ 6.7% (15/19団体)

福井県 ▲ 8.4% (17/17団体) ▲ 0.3% (4/17団体)

山梨県 ▲ 7.5% (27/27団体) ▲ 6.8% (18/27団体)

長野県 ▲ 7.0% (77/77団体) ▲ 5.8% (37/77団体)

岐阜県 ▲ 8.7% (42/42団体) ▲ 2.9% (22/42団体)

静岡県 ▲ 5.8% (33/33団体) ▲ 0.3% (33/33団体)

愛知県 ▲ 5.4% (56/56団体) 2.4% (9/56団体)

三重県 ▲ 8.0% (29/29団体) ▲ 7.4% (1/29団体)

団体名

総数 公営企業会計

H17.4.1～H22.4.1の純減率
(公表済団体数/総団体数)

H17.4.1～H22.4.1の純減率
(公表済団体数/総団体数)

滋賀県 ▲ 6.9% (19/19団体) ▲ 4.7% (17/19団体)

京都府 ▲ 8.1% (25/25団体) ▲1.5% (16/25団体)

大阪府 ▲ 9.8% (41/41団体) ▲ 2.4% (41/41団体)

兵庫県 ▲ 9.0% (40/40団体) ▲ 4.2% (38/40団体)

奈良県 ▲ 8.4% (39/39団体) ▲ 7.6% (11/39団体)

和歌山県 ▲ 9.6% (30/30団体) ▲ 1.2% (20/30団体)

鳥取県 ▲ 7.7% (19/19団体) 5.6% (7/19団体)

島根県 ▲ 6.8% (21/21団体) 6.7% (9/21団体)

岡山県 ▲ 9.4% (26/26団体) ▲ 0.7% (15/26団体)

広島県 ▲ 7.8% (22/22団体) ▲ 2.8% (17/22団体)

山口県 ▲ 9.0% (19/19団体) ▲ 3.9% (9/19団体)

徳島県 ▲ 9.4% (24/24団体) ▲ 7.0% (7/24団体)

香川県 ▲ 11.4% (17/17団体) 4.1% (13/17団体)

愛媛県 ▲ 7.4% (20/20団体) ▲ 5.4% (17/20団体)

高知県 ▲ 8.4% (34/34団体) ▲ 1.7% (13/34団体)

福岡県 ▲ 8.8% (58/58団体) ▲ 2.5% (30/58団体)

佐賀県 ▲ 9.7% (20/20団体) ▲ 1.9% (12/20団体)

長崎県 ▲ 9.7% (21/21団体) ▲ 8.8% (15/21団体)

熊本県 ▲ 9.0% (45/45団体) ▲ 3.9% (28/45団体)

大分県 ▲ 9.4% (18/18団体) ▲ 2.6% (16/18団体)

宮崎県 ▲ 8.2% (26/26団体) ▲ 4.1% (20/26団体)

鹿児島県 ▲ 9.9% (43/43団体) ▲ 18.9% (25/43団体)

沖縄県 ▲ 10.6% (41/41団体) ▲19.6% (27/41団体)

合計(※３) ▲ 8.6% (1,731/1,731団体) ▲3.5% (933/1,731団体)

※１ 公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している団体の集計。
※２ 公表済団体数は公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している団体数。
※３ 合計欄は公営企業会計で定員管理の数値目標を集中改革プランに設定している933団体の集計。 32

３ 市町村
数値目標の状況



事業譲渡・事業廃止

団体名 事業名 事業譲渡・事業廃止に関する事例

石川県 電気事業 ２１年度に事業の民間譲渡を実施。

北海道紋別市 介護サービス事業 ２１年度に介護老人福祉施設の民間譲渡を実施。

新潟県長岡市 ガス事業 ２１年度に事業の民間譲渡を実施。

福井県小浜市
観光施設事業

（休養宿泊施設）
２１年度に国民宿舎小浜ロッジを廃止。

熊本県熊本市 自動車運送事業 集中改革プラン対象バス路線の民間委譲を２１年度に完了。

経営改革への取組の主な事例（公営企業関係）

団体名 事業名 民間的経営手法の導入、その他の経営計画の取組に関する事例

奈良県 病院事業 ２１年度に診療材料の「発注・納品・管理」等の民間委託を実施。

神戸市 病院事業
２１年度に神戸市立医療センター中央市民病院と神戸市立医療センター西市民病院を統合
再編し、地方独立行政法人化。

長野県上田市 駐車場事業 ２１年度に指定管理者制度を導入。

愛知県一宮市 下水道事業 ２１年度に東部浄化センタ－の水処理業務について民間委託を導入。

島根県川本町 簡易水道事業 ２１年度に水源地・飲料水供給施設の維持管理における包括的民間委託を導入。

大分県中津市 介護サービス事業 ２１年度に介護老人福祉施設の運営について指定管理者制度を導入。

民間的経営手法の導入、その他の経営計画の取組
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地方公共団体における随意契約の見直しの取組状況について

○ 計画の策定等見直しの状況について

（注）
１．運用基準等の見直しに当たって、計画を策定した団体数を計上しており、「運用基準等の見直し当たって計画の策定を伴う場合

について」の外数である。
２．集中改革プラン及び地方公共団体における行政改革の新たな指針（平成１８年８月３１日）に関するフォローアップ調査の基準日

以前に見直しを既に行っていた団体を含む。
３．運用の見直し（※その際の計画の策定を含む）を行うかどうかを含め、今後検討を予定しているとした団体である。
（その他）地方公共団体数は、平成２２年４月１日現在のものである 。

区 分 団体数

運用基準等の見直しを行った団体
運用基準等の見直し当たって計画

を策定した団体 ※注１ 今後検討
予定の団

体

※注３
見直し済み

※注２
見直し中 見直し予定

平成２１年
度以前に策
定済み

平成２２年度
中に策定予
定

今後策定
予定

都道府県 ４７ ３１ １ ０ １５ ０ ０ ０

政令指定都
市

１９ ９ ２ ０ ８ ０ ０ ０

市区町村 １，７３１ １,３５８ １２３ ８０ １０９ ３７ １２ １２

計 １，７９７ １,３９８ １２６ ８０ １３２ ３７ １２ １２
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注)・平成22年7月31日時点の速報値であるため、今後数字の異動がありうる。
・平成16年度以降に指定都市に移行した団体の補助金支出額については、比較可能とするため、

平成16年度から「うち指定都市」欄に計上。

福利厚生事業の見直し

地方公共団体の福利厚生事業（※１）については、「地方行革新指針（H17.3.29)」及び「新地方行革新指針（H18.8.31)」（※２）
を受け、着実に見直しが進んでいる。

○職員互助会への補助金支出を廃止した団体数は、平成16年度決算においては、835団体（都道府県4、指定都市1、市町村・
一部事務組合830）であったが、平成22年度予算においては、1,172団体（都道府県32、指定都市3、市町村・一部事務組合1,137）
と約29％増加している。

※１ 地方公共団体の福利厚生事業は、地方公務員法第42条に基づき、地方公共団体が、民間企業と同様、雇用主として実施しているもの。
職員互助会への補助金は、地方公共団体が職員互助会を通じて福利厚生事業を実施するために支出している。

※２ 新地方行革新指針（地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針（H18.8.31））には、下記のとおり記載されている。

４ その他

（１） 福利厚生事業については、点検・見直しを行い、適正に事業を実施するとともに、事業の実施状況等を公表すること。これらの取り組み
を通じ、住民の理解が得られるものとなるよう、職員互助会への補助についても見直しを図ること。

平成１６年度平成１７年度平成１８年度平成１９年度平成２０年度平成２１年度 平成２２年度

決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 対16年度 予 算 対16年度 対21年度
決算比 決算比 決算比

都道府県 ３１１億円 ２４９億円 １２５億円 １００億円 ６６億円 ４２億円 ▲８６．５％ ２０億円 ▲９３．６％ ▲５１．２％

市町村 ・一部事務組合 ５３０億円 ３１８億円 ２２１億円 １９１億円 １５９億円 １３０億円 ▲７５．５％ １１７億円 ▲７７．９％ ▲１０．０％

うち指定都市 １７２億円 ８１億円 ５８億円 ５０億円 ４１億円 ３１億円 ▲８２．０％ ２２億円 ▲８７．２％ ▲２９．０％

地方公共団体計 ８４１億円 ５６７億円 ３４６億円 ２９１億円 ２２５億円 １７２億円 ▲７９．５％ １３７億円 ▲８３．７％ ▲２０．３％

○職員互助会への補助金支出額については、平成22年度予算において、約84％削減（対16年度決算比）している。

【職員互助会への補助金額の推移】
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地方公共団体における市場化テストの取組状況（平成22年4月現在）

実施済（14団体）＜都道府県8団体、市町村6団体＞

導入済又は導入検討中（１１７団体）
＜都道府県17団体、政令指定都市4団体、市区町村96団体＞

36

平成21年4月現在・・・128団体
＜都道府県15団体、政令指定都市4団体、市区町村109団体＞

平成21年4月現在・・・12団体
＜都道府県7団体、市町村5団体＞

団体名 名称 事業開始年度 取組効果

農業試験場における農業技能（粗飼料生産）業務　等 平成19年4月 人件費に換算して約6,800万円の削減

道路等パトロール業務　等 平成20年4月～10月 人件費に換算して約9.5億円の削減

庁舎(本庁舎)の受付案内業務　等 平成21年4月 人件費に換算して約900万円の削減

岩手県 法人二税関連業務（各種申告書用紙発送業務） 平成22年4月 各地域で実施していた業務を１ヵ所に集約して外部委託したことにより、効率化が図られている。

東京都 求職者向け公共職業訓練業務 平成19年4月 合計約8,000万円の削減効果

旅券申請窓口業務、職員研修業務 平成20年4月 旅券申請窓口業務において、非常勤職員14名の事務量の委託化 、職員研修業務において、正規職員2名、非常勤職員2名の削減効果

公共職業訓練 平成21年4月 職業訓練指導員2名の削減等

職員研修業務 平成20年4月 組織のスリム化、サービスの質の向上、コストの削減

建設業許可申請受付等業務　等 平成21年5月 組織のスリム化、サービスの質の向上、コストの削減

労働大学講座事業 平成21年7月 サービスの質の向上、コストの削減

水道施設維持管理等業務 平成22年3月 組織のスリム化、サービスの質の向上、コストの削減

税務業務　等 平成22年4月 組織のスリム化、サービスの質の向上、コストの削減

宅建業免許申請受付等業務 平成22年5月 組織のスリム化、サービスの質の向上、コストの削減

和歌山県 県庁南別館管理運営業務 平成19年1月 約5,600万円の削減効果

岡山県 職員公舎・寮の管理業務 平成20年4月 約900万円の削減効果、24時間受付実施・アンケート実施によるサービス向上

くまもと県民交流館のNPO活動支援業務、農業大学校給食業務 平成20年4月～22年3月 利用者ニーズに応じた機能向上

菊池農業高校宿舎給食業務等 平成21年4月 より質の高い業務の実現等

清水が丘学園給食業務　等 平成22年4月 より質の高い業務の実現等

北海道由仁町 支所窓口業務 平成20年7月 費用の削減、時間外の受付対応などサービスの向上

岩手県奥州市 水道止水栓開閉業務 平成20年4月 3年間で約300万円の経費節減（本入札に係る債務負担行為設定額と比較）

宮城県丸森町 出張所窓口業務 平成22年4月 人件費に換算して、約2,700万円の削減見込

長野県南牧村 野辺山出張所業務 平成20年6月 経費の削減、職員の適正及び効率的な配置、サービスの維持向上

京都府京丹波町 平成21年度京丹波町水道施設管理業務委託 平成21年4月 専門技術者の配置、事務経費の削減

岡山県倉敷市 車両維持管理業務 平成20年4月 経費削減効果：3.,600万円（3年間）、車両予約システムの拡充、滞留車両の有効活用　など

熊本県

北海道

愛知県

大阪府



地方公共団体の平成20年度版財務書類の作成状況
平成22年3月31日時点 単位：団体、％

都道府県 市区町村連結財務書類
4表まで

連結財務書類
4表まで

指定都市
指定都市を除く

市区町村
連結財務書類

４表まで
連結財務書類

４表まで

作成済 42 (89.4%) 37 (78.7%) 1,119 (63.9%) 686 (39.2%) 17 (94.4%) 17 (94.4%) 1,102 (63.6%) 669 (38.6%)

基準モデル 2 (4.3%) 1 (2.1%) 80 (4.6%) 68 (3.9%) 3 (16.7%) 3 (16.7%) 77 (4.4%) 65 (3.8%)

総務省改訂モデル 37 (78.7%) 35 (74.5%) 857 (49.0%) 604 (34.5%) 14 (77.8%) 14 (77.8%) 843 (48.7%) 590 (34.1%)

総務省モデル 1 (2.1%) 0 (    -) 166 (9.5%) 4 (0.2%) 0 (    -) 0 (    -) 166 (9.6%) 4 (0.2%)

その他のモデル 2 (4.3%) 1 (2.1%) 16 (0.9%) 10 (0.6%) 0 (    -) 0 (    -) 16 (0.9%) 10 (0.6%)

作成中 5 (10.6%) 4 (8.5%) 474 (27.1%) 138 (7.9%) 1 (5.6%) 1 (5.6%) 473 (27.3%) 137 (7.9%)

基準モデル 0 (    -) 0 (    -) 33 (1.9%) 21 (1.2%) 0 (    -) 0 (    -) 33 (1.9%) 21 (1.2%)

総務省改訂モデル 5 (10.6%) 4 (8.5%) 429 (24.5%) 116 (6.6%) 1 (5.6%) 1 (5.6%) 428 (24.7%) 115 (6.6%)

総務省モデル 0 (    -) 0 (    -) 11 (0.6%) 0 (    -) 0 (    -) 0 (    -) 11 (0.6%) 0 (    -)

その他のモデル 0 (    -) 0 (    -) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 0 (    -) 0 (    -) 1 (0.1%) 1 (0.1%)

未作成 0 (    -) 157 (9.0%) 0 (    -) 157 (9.1%)

計 47 (100.0%) 41 (87.2%) 1,750 (100.0%) 824 (47.1%) 18 (100.0%) 18 (100.0%) 1,732 (100.0%) 806 (46.5%)

※基準モデル ： すべての固定資産を網羅する公有財産台帳を当初より整備し、個々の取引情報を発生主義により複式記帳して財務書類を作成するモデル。

※総務省方式改訂モデル ： 当初の事務負担を考慮して、固定資産の評価を売却可能資産から段階的に行うことを認め、当面の間、決算統計データを活用して財務書類を作成するもの。
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地方公共団体の資産・債務改革の取組状況

○全庁的な資産・債務管理の具体例

①全庁的に保有土地等の現状把握（資産
棚卸し）を実施し、あわせて財産管理
の適正化を図る。

②普通財産の貸付だけでなく、行政財産
の余裕部分の貸付を促進する。

③資産活用に有用な土地建物管理システ
ムを段階的に整備する。

④財産調整会議を財産活用会議に改め、
従前の個別審議に加え、売却可能資産
の検討など必要な協議を行う。

⑤「土地開発基金」を「資産活用推進基
金」として機能拡充する。

横浜市

①資産・債務の実態把握と
情報開示

②資産・債務改革の方針策定

③資産・債務改革の実施

資産台帳の整備を伴う地方公会計の整備が重要
資産台帳整備（段階的なものを含む）を前提とする
新地方公会計モデルを用い財務書類を作成する
団体は、Ｈ20年度決算分について約1,000団体、
Ｈ21年度決算分について約1,650団体（見込）

全庁的な管理が必要として、横断的な組織や
専従組織を置くなどの例

職員宿舎、公用車等県有資産の集約・売却
インターネット公売の実施等
信託された普通財産の土地を用いての開発事業
施設等への広告掲載

○資産・債務改革とは

厳しい財政状況のもと、
歳出削減というフロー面
の取組だけでなく、抱えて
いる資産を再点検し、売
却できるものは売却する
というストック面での検討
を行い、債務増加の抑制
を図ろうとするもの。
具体的な手順は右記の

とおり。

○資産・債務改革の手順

佐倉市(千葉県)

①全庁的に土地・建物・設備を、経営的な視
点から設備投資や管理運営を行い、経費
の最小化・施設効用の最大化を効果的に行
うためのファシリティマネジメント推進基本方
針を策定。

②土地・建物等の情報をデータベース化を行
い、客観的な評価と適正な維持管理を図る。

③十分に利用されていない土地や利用計画
のない土地の利活用や売却の促進を図る。

④管理職を対象としたファシリティマネジメント
研修の実施。

⑤維持保全業務の適正化を図るため、所管部
課ごとの維持修繕予算を段階的に集約。

①市の全施設について施設管理マネジメン
トの手法を導入し、全庁統一した考えで
経費の削減に努めている。

②設置又は取得時の状況、保守管理、修繕
等に伴い生じた設備等の有用な情報に
ついて設備管理カードへ記録し、改修時
期等を見計らった中長期保全計画や市
の実施計画、予算に反映させている。

③各公共施設のライフサイクルコストを算定
した上で、市全体としての中長期保全
（改修等）計画を策定。

④未利用地のインターネット等を通じた売却。

龍ヶ崎市(茨城県)
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地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針（H18.8.31）（抄）
○ 当該地方公共団体の常勤の職員であった者の監査委員への選任は特にその必要がある場合以外には行わないこと

とし、地方公共団体外部の人材を登用することを原則とするなど、住民の理解と支持が得られる監査委員制度の運
用に努めること。

○ 外部監査制度の有効活用や都道府県、指定都市及び中核市以外における実施の拡大などにより、監視機能の強化
に積極的に取り組むこと。

【フォローアップ調査の結果（概要）】(※22.4.1現在)

◎いわゆるＯＢ委員の数
（H20.4.1） （H21.4.1） （H22.4.1）

【都道府県】 195人中、 33人(16.9%) → 195人中、 33人(16.9%)→ 195人中、 32人(16.4%)
【市区町村】 3,968人中、566人(14.3%) → 3,946人中、554人(14.0%) → 3,853人中、545人(14.1%)

◎外部監査制度導入済み団体数（都道府県、指定都市及び中核市を除く。）

【包括外部監査 （条例制定団体）】
（平成20年度） ＜２団体＞東京都江東区(4/1) 、長崎県佐世保市(4/1) （平成21年度及び平成22年度）＜０団体＞

※導入団体数 13団体（H18） → 14団体（H19） → 15団体（H20） → 15団体（H21） → 15団体（H22）
（注1）各団体数は、4/1現在の条例制定済団体数の集計値であり、4/2以降の制定団体は次年度の団体数の集計値に反映している。

（注2）H20.4.1に盛岡市が中核市へ移行したため、１団体減少している。

【個別外部監査 （条例制定団体）】
（平成20年度）＜４団体＞ 茨城県つくば市（4/1）、岡山県備前市（4/1）、長崎県佐世保市（4/1）、三重県南伊勢町（8/1）
（平成21年度）＜８団体＞ 東京都中央区（4/1）、石川県白山市（4/1）、静岡県吉田町（4/1）、山口県山口市（4/1）、香川県丸亀市（4/1）、

兵庫県香美町（6/15）、北海道江差町（6/19）、長野県王滝村（11/18）
（平成22年度）＜２団体＞ 岩手県奥州市（4/1）、宮城県大郷町（4/1）

※導入団体数 53団体（H18） → 57団体（H19） → 62団体（H20） → 68団体（H21） → 73団体（H22）
（注1）各団体数は、4/1現在の条例制定済団体数の集計値であり、4/2以降の制定団体は次年度の団体数の集計値に反映している。
（注2）過去の調査で島根県美郷町（H16.10.1施行）及び香川県丸亀市（H21.4.1施行）からの報告がなかったため、前回の調査から２団体増加している。

監査委員の外部からの登用・外部監査制度の活用状況
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